
                                       

                                      

      

発
達
性
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
に
つ
い
て 

 

太
田
議
員 

発
達
性
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
認
識
把
握
し
て
い
る
の
か
。 

教
育
長 

読
み
書
き
に
障
害
の
診
断
が
で
き
る
医

療
機
関
は
少
な
く
診
断
も
難
し
い
と

言
わ
れ
て
い
る
発
達
性
デ
ィ
ス
レ
ク
シ

ア
に
特
化
し
た
調
査
は
行
っ
て
い
な
い

が
、
「
通
常
の
学
級
に
お
け
る
障
害
等

の
あ
る
児
童
・
生
徒
の
実
態
調
査
」
で

診
断
は
な
い
が
読
み
書
き
を
含
め
た
発

達
障
害
傾
向
に
あ
る
児
童
・
生
徒
は
約

４
．
５
％
に
な
る
。 

太
田
議
員 

学
習
障
害
と
把
握
し
た
児
童
・
生
徒
に

ど
の
よ
う
な
支
援
が
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

教
育
長 

た
と
え
ば
、
黒
板
の
漢
字
や
テ
ス
ト
の

漢
字
に
振
り
仮
名
を
振
っ
た
り
、
書
く

こ
と
の
代
替
手
段
と
し
て
タ
ブ
レ
ッ
ト

で
入
力
す
る
等
し
て
、
子
ど
も
一
人
ひ

と
り
に
応
じ
た
支
援
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。 

  

太
田
議
員 

発
達
性
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
と
し
て
、
把
握

は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
で
き
る
こ
と
を

や
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、

早
期
に
発
見
し
早
期
に
対
応
す
る
こ
と

が
必
要
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
。
理
解
を
深
め
る
た
め
、

教
員
研
修
や
保
護
者
等
の
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
作
成
な
ど
を
行
う
考
え
は
な
い
の
か
。 

教
育
長 

三
重
大
学
の
発
達
性
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア

の
講
座
に
１
０
０
名
近
く
の
教
職
員
が

参
加
し
た
ほ
か
、
特
別
支
援
教
育
を
担

っ
て
い
く
特
別
支
援
教
育
指
導
者
養
成

の
研
修
も
開
催
し
て
い
る
。 

発
達
性
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
に
特
化
し
た

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
作
成
し
て
い
な
い
が
、

読
み
書
き
に
困
難
さ
が
あ
る
児
童
・
生

徒
が
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
を
作
成
し
、
各
小
中
学
校
へ
配
布
、
教

育
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て

い
る
。 

           

太
田
議
員 

知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
。
知
ら
な
い
こ
と
で
支

援
に
繋
が
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。 

理
解
を
広
げ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

お
願
い
す
る
。 

 

Ｈ
Ｓ
Ｃ
に
つ
い
て 

 

教
育
長 

Ｈ
Ｓ
Ｃ
に
つ
い
て
も
、
特
化
し
た
対

応
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
音
や
に
お

い
等
の
感
覚
の
過
敏
に
つ
い
て
は
、

発
達
障
害
を
は
じ
め
様
々
な
学
習

上
や
生
活
上
の
困
難
さ
が
あ
る
子

供
た
ち
に
見
ら
れ
る
状
態
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
様
々
な
感

覚
の
過
敏
さ
か
ら
影
響
を
受
け
る

学
校
生
活
の
難
し
さ
に
対
し
て
、

子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
に
合
わ
せ

た
配
慮
や
支
援
を
行
っ
て
い
る
。 

              

ご
存
じ
で
す
か
？ 

「発
達
性
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
」 

「Ｈ
Ｓ
Ｃ(

ハ
イ
リ
ー
・セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
・チ
ャ
イ
ル
ド)

」 

２
月
定
例
市
議
会
の
２

月
２
２
日
、
太
田
の
り

子
市
議
は
「
発
達
性
デ

ィ
ス
レ
ク
シ
ア
」
発
達

性
読
み
書
き
障
害
に
つ

い
て
「
Ｈ
Ｓ
Ｃ
＝
と
て
も

敏
感
な
子
ど
も
」
に
つ

い
て
一
般
質
問
し
ま
し

た
。
議
会
最
終
日
に

は
、
村
上
さ
と
る
市
議

が
、
一
般
会
計
、
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
に

つ
い
て
反
対
討
論
を
行

い
ま
し
た
。
そ
の
内
容

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

発達性ディスレクシア 
学習障害のひとつのタイプとされ、全体的な発達には遅れはないの
に、文字の読み書きに限定した困難があり、そのことによって学業不振
が現れたり、二次的な学校不適応などが生じる疾患です。日本語では
「発達性読み書き障害」。 

 

ＨＳＣ(ハイリー・センシティブ・チャイルド)」 

音や匂いに敏感で、にぎやかな場所や集団行動が苦手といった傾向
がある子ども。学校生活に馴染めずに不登校などの原因になるとも言
われています。 

発行：四日市市議会無会派日本共産党（四日市市役所 
10階議員控室）   2024年（令和 6年）3月 

※このニュースは、政務活動費で作っています。 
ニュースや市政のご意見をお聞かせください。 

☎354-8257（議会事務局） 

発達性ディスレクシアの支援例 

１， 漢字に振り仮名をふる。 

２， 文の区切りがわかるように線を引く 

３， 文章や言葉を本人に読み聞かせる 

４， 本人に短い文章や単語を音読させ

る 

５， 絵や言葉で説明する 

６， パソコンやタブレットを活用する 

７， 文字を大きくしたり、本人が読みや

すいフォントに変えたりする 

市
議
団 

太田のり子(紀子) 

村上さとる(暁) 

 



2024年度一般会計、国民健康保険料特別会計予算について反対討論しました。 

【一般会計予算案】 

〇こども未来部所管四日市マリッジサポート事業 

この事業は、「結婚をはじめ、妊娠・出産、子育てに希望を見出し、結婚に対する機運が高まるような情報発信を行い、結婚

を希望する独身の人を対象として、出会いの機会となるイベントを実施する」として、イベント費用に 500万円弱が見込まれ

ています。イベントは事業者へ委託しますが、年間 5回以上、1回のイベントへの参加人数は、男女各 10人の計 20人とさ

れています。もし年間 5回の開催であれば、参加者 20人に、100万円近くの費用をかける計算になります。 

しかも、この事業は内容の性質上効果をはかることが難しいと言えます。「結婚を希望する独身の人を対象とした出会いの

機会」ということですが、イベント参加者のその後(成婚、出産等)については、プライバシーの問題もあり追跡調査をすること

が困難です。多額の費用をかけたイベントであるにもかかわらず、その効果を測定することが難しいということでは、予算の

使い方としてふさわしくありません。 

〇パートタイム会計年度任用職員の時給単価 

市の非正規職員であるパートタイム会計年度任用職員(臨時職員)は、事務、保育、看護等様々な職種で雇用されています。

一番多くを占めるのは「事務補助」で、2024年度の時給単価は1030円の予定です。しかし、この金額は国が指導する賃

金水準からすると低すぎる金額です。 

総務省の通知では、会計年度任用職員の適切な給与決定は「常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎とし

て」とされています。つまり、正職員の給料表の一番低い水準を基礎として定めるよう通知されているのです。 

四日市市の場合、上記給料表の月額を時給に割り戻すと 1136 円となります。パートタイム会計年度任用職員事務補助の

時給単価とは、100円以上の開きがあります。 

【官製ワーキングプア】という言葉があります。正規職員と同じように働きながら処遇が極めて低い国や地方自治体等の公

的機関で働く非正規雇用の労働者のことです。こうした状況を改善するためにも、総務省通知で指導されている水準に近づ

けることが必要です。 

正規職員給料表の一番低い金額 パートタイム会計年度任用職員(事務補助) 

1136円 1030円 

＊正規職員給料表の金額は、地域手当を含む月額を時間で割って時給単位にしてある。 

 

【国民健康保険料特別会計予算案】 

〇国民健康保険料の引き上げ 

国民健康保険料が大幅に引き上げられる予定です。今回の引き上げによって、一人当たりの保険料が年間で約 125 千円

となります。前年度よりも約 16％、金額で 18 千円ほどの大きな増額となります。県内他の市町と比べても、トップクラスの

高さです。 

具体的なモデルケースを見ると、その金額の過酷さが分かります。40 歳以上の大人 2 人と子ども 2 人の計 4 人の世帯。

大人のうち 1人が給与所得者で月収は 235千円、年収 282万円の世帯では、改正前までは約 337千円だったものが、

改正後の料率で計算すると約 405千円となります。4人家族で年収282万円というのは生活するだけで精一杯の金額で

す。 

国民健康保険は、加入している世帯の高齢化に伴い、所得が低く、医療費等の負担が大きい状態です。公費負担の割合を

上げていかなければ、制度を持ちこたえることができなくなります。 

国民健康保険に加入している世帯の健康だけでなく、生活をも守るという市の責任を果たすべきです。 

【保険料率】 

 改定前（現行料率） 改定後（R6 年度改定案） 

①医療分 ②後期分 ③介護分 ①医療分 ②後期分 ③介護分 

所得割 6.7% 2.9% 2.4% 8.1% 3.4% 2.9% 

均等割(円) 26,400 10,700 10,800 31,700 13,100 13,100 

平等割(円) 19,100 7,800 5,700 22,500 9,200 6,800 

 


